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△ 贈与税の改正

Q :平成13年度の改正で贈与税の基礎控

除額が引き上げられたと聞きましたが、いく

らになったのでしょうか0

A ：110万円に引き上げられました。

【解説】

平成13年度の改正では、相続税率の引下

げは見送られましたが、昭和50年以来据え

置かれてきた贈与税の基礎控除額が、60万

円から当分の間110万円に引き上げられる

ことになりました ◎

贈与税の基礎控除額の引上げに伴い、住宅

取得資金の贈与の特例の非課税限度額が、

300万円から550万円に引き上げられる

ことになります。また、この住宅取得資金の

贈与の特例については、適用期限が3年延長

されるとともに、適用対象に一定の増改築や

買換えが加えられることになりました。

一定の増改築とは、その増改築の工事費用

が1千万円以上又はその増改築による床面積

の増加が50㎡以上であるものをいいます。

また、住宅取得資金を贈与により取得した

日前5年以内に居住していたその者又はその

者の配偶者の所有する住宅を、その贈与の日

の属する年の翌年12月31日までに売却す

る場合等において、その者の住宅の取得又は

新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与

についても適用対象となりましたので、買換

えのための資金贈与についても認められるこ

とになります。

これらは、平成13年1月1日以後の贈与

について適用されます。


